
1 

広島県呉市 

報道発表資料

令和８年５月２１日 

市民部 安浦市民センター        0823-84-2261

市民部 市民窓口課            0823-25-3160

総務部 行政改革デジタル推進第２課 

0823-25-3259

 印鑑登録の際に誤った登録（本人名義ではなく，同一世帯の子の名義で登録）を行い，誤

った内容の印鑑登録証及び印鑑登録証明書を交付する事務処理誤りがありましたので，お知

らせします。 

１ 概要 

  令和８年５月１１日に，Ａさんが安浦市民センターにおいて，自身の印鑑登録証及び印

鑑登録証明書の交付申請と，同一世帯のＢさん（子）の住民票の写しの交付申請を同時に

行いました。 

その際，本来Ａさん名義で行うべき印鑑登録をＢさん名義で誤って登録した上，Ｂさん

名義の印鑑登録証及び印鑑登録証明書をＡさんに交付したものです。 

２ 影響 

  誤交付した印鑑登録証及び印鑑登録証明書は，Ａさんが利用する前に申出により回収し

たため，Ａさんが行う手続等への影響はありませんでした。 

３ 対応状況 

日  時 内 容 

５月１１日（月） 9:00 Ａさんに印鑑登録証及び印鑑証明書を交付 

同日   10:00 Ａさんが再度来所，申出により誤交付が発覚 

誤交付となった書類を回収し，正しい印鑑登録 

証及び印鑑証明書を交付 

５月１２日（火） Ａさん宅を訪問，改めてお詫びするとともに，経緯 

を説明 

４ 原因 

  申請を受け付けた職員は，最初にＢさんの住民票の写しの交付処理を行った後，本来で

あれば一旦システムの操作を終了し，改めてＡさんの印鑑登録を行うべきところ，Ｂさん

の氏名が表示された画面のまま印鑑登録処理を行いました。 

さらに，交付前に担当者自身による再確認が不十分であったことに加え，受付者以外の

職員及び申請者による確認を行うべきところ，これらの確認を怠ったため，誤交付に至っ

たものです。 

印鑑登録証及び印鑑証明書交付に係る事務処理誤りについて 
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５ 再発防止策 

  印鑑登録は，個人の権利義務に関わる重要な事務であり，また，個人情報を取り扱うも

のであるから，誤った登録や証明書の交付は，市民の財産や信用に重大な影響を及ぼすお

それがあることを，改めて職員に周知徹底しました。 

  また，申請者に対しては，申請内容と交付内容が一致していることの確認を必ず求める

とともに，職員もシステムの入力及び交付内容の確認を徹底します。 

  さらに，本事案を踏まえ，各種証明書発行事務に係る注意喚起を庁内に通知（別

紙）を行い，全庁的な再発防止を図ります。 

  今後は，どのような業務についても，その本来の目的を職員に改めて周知し，理解を促

すことにより，再発防止に努めます。 
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各種証明書等の交付事務の適正な執行について（通知） 

 

 本市では，内部統制制度を導入し，組織的に取組を進めているところです

が，別紙報道資料のとおり，印鑑登録の際に誤った登録（本人名義ではなく，

同一世帯の子の名義で登録）を行い，誤った内容の印鑑登録証及び印鑑登録

証明書を交付する事務処理誤りが発生しました。 

 印鑑登録をはじめとする各種申請に伴う登録や証明書の交付に係る事務は，

市民の権利義務に関わる重要な事務であり，また，個人情報を取り扱うもの

であるから，誤った登録や証明書等の交付は，市民の財産や権利に重大な影

響を及ぼすおそれがあります。 

 また，当該事案では，登録時に前の申請者の情報が画面に表示されたまま

処理を行ったうえ，申請者に対して申請内容と交付内容が一致していること

の確認を行わなかったこと，さらには職員もシステムの入力及び交付内容の

確認が不十分であったことなど，基本的かつ重要な確認作業が徹底されてい

ませんでした。 

 つきましては，各部（局）内に，上記の内容について周知していただき，

再発防止に取り組んでください。 

 また，本事案を各部（局）の業務に当てはめ，不適正な事務処理が起こら

ないよう，職員間・グループ間・所属内において，話し合う機会を必ず設け

てください。 

 なお，内部統制制度に関する関係通知等は，共有ライブラリーに掲載して

いますので，参考にしてください。 
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